
第９章 神奈川県内広域水道企業団について 

  

企業団は、水道用水の広域的有効利用を図るため、昭和44年５月に設立された一部事務組合で、

神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市の４構成団体に水道用水を供給しています。 

創設事業は、４構成団体に１日最大給水量145万4,800m3の水道用水を供給するものであり、昭

和49年４月に一部給水を開始した後、昭和54年４月には全量給水体制を確立しました。 

一方、４構成団体においては、将来の水需要を配慮し、建設省（現国土交通省）が新たに建設

する宮ヶ瀬ダムによって開発される１日最大取水量130万m3の利水者を企業団とすることで合意

し、企業団はダム使用権設定の申請を行い、昭和53年12月、ダム使用権設定予定者となりました。 

これを受けて企業団は、４構成団体に新たに１日最大給水量120万9,000 m3の水道用水を供給

するための施設を建設する相模川水系建設事業の基本計画を作成したうえ、計画を２期に分割

し、当面、１日最大給水量57万7,500m3を供給する相模川水系建設事業（第１期）を実施するこ

ととしました。なお、宮ヶ瀬ダムについては、平成13年度から本格運用が開始されています。 

これにあわせ企業団は、昭和55年度から順次送水施設を中心とした建設工事に着手してきまし

たが、基幹施設である相模取水施設及び綾瀬浄水場の施設整備が完成したことから、平成10年７

月から一部給水を開始し、さらに、社家・伊勢原間導水施設等の完成により平成18年度から１日

最大給水量57万7,500m3の全量供給を開始しました。 

その一方で、平成13年度からは、宮ヶ瀬ダム開発水量の一部について、構成団体の水道施設を

暫定的に使用して水道用水を供給する相模川水系寒川事業を開始しており、現在は、創設事業及

び相模川水系建設事業（第１期）で整備した水道施設を使用する直営事業と、暫定事業である相

模川水系寒川事業により水道用水の供給を行っており、その供給量は、４構成団体の総給水量の

約２分の１を占める状況にあります。 

このように、神奈川県内広域水道企業団は、２つの水系を水源とした大規模水道用水供給事業

者として、４構成団体の水道事業を通じ県民・市民の生活基盤を支えています。 
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（１） 創設事業の概要 
 

 
酒匂川上流に三保ダムを築造し、飯泉取水ぜき、３浄水場（伊勢原・相模原・西長沢）、導水

トンネル及び導・送水管路などを整備した事業で、その概要は次のとおりです。 
 

ア 給水対象 

  神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市の４水道事業 

イ 計画取水量 

  １日最大   1,564,300 m3 

ウ 水源 

  三保ダム（丹沢湖） 

エ 計画給水量 

  １日最大   1,454,800 m3 

 
水量内訳                                （単位：m3） 

給水対象事業名 配分水量（１日最大取水量） 計画給水量（１日最大・浄水ベース） 

神 奈 川 県 水 道 事 業 406,600 378,200 

横 浜 市 水 道 事 業 605,200 562,800 

川 崎 市 水 道 事 業 532,500 495,200 

横 須 賀 市 水 道 事 業 20,000 18,600 

合       計 1,564,300 1,454,800 

 

オ 計画目標年度 

  昭和53年度 

カ 給水開始年月日 

  一部給水 昭和49年４月１日 

  全量給水 昭和54年４月１日 

キ 工期 

  昭和44年度から昭和53年度（10か年） 

ク 事 業 費 約 2,891億円  
 
  財源内訳 国庫補助金 37,876,948,000円 13.1％ 

 水 源 補 助 15,930,476,000 

 広 域 補 助 21,946,472,000 

 企 業 債 249,969,000,000円 86.4％ 

 政 府 債 97,022,000,000 

 公 庫 債 87,103,000,000 

 縁 故 債 65,844,000,000 

 一 般 財 源 1,312,916,000円 0.5％ 

 計 289,158,864,000円 100.0％ 
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（２） 相模川水系建設事業（第１期）の概要

相模川上流に宮ケ瀬ダムを築造し、相模大ぜき（取水ぜき）、綾瀬浄水場、相模原浄水場

（増強）及び導・送水管路などを整備した拡張事業で、その概要は次のとおりです。 

ア 給水対象

神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市の４水道事業

イ 計画取水量

１日最大  621,000 m3 

ウ 水源

宮ヶ瀬ダム（宮ヶ瀬湖）

エ 計画給水量

  １日最大   577,500 m3 

計画１日最大給水量内訳表 （単位：m3） 

給水対象事業名 全 体 計 画 第 １ 期 事 業 

神 奈 川 県 水 道 事 業 609,700 291,200 

横 浜 市 水 道 事 業 464,000 221,700 

川 崎 市 水 道 事 業 21,800 10,400 

横 須 賀 市 水 道 事 業 113,500 54,200 

合  計 1,209,000 577,500 

オ 計画目標年度

平成19年度

カ 給水開始年月日

一部給水 平成10年７月23日

全量給水 平成18年４月１日

キ 工期

昭和55年度～平成19年度（28か年）

ク 事業費

約7,329億円

相模川水系建設事業（第２期）については、協議により未策定。
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（３） 給水量内訳 
 

 

（H13、14年度） 

① 飯泉取水地点及び社家取水地点                  （単位：m3/日） 
 

給水対象事業者名 １日最大給水量 基 本 水 量 調 整 水 量 

神 奈 川 県 612,700 582,060 30,640 

横 浜 市 741,300 704,230 37,070 

川 崎 市 483,600 458,420 25,180 

横 須 賀 市 62,200 59,090 3,110 

受 水 者 共 有 20,000 －－ 20,000 

    
合   計 1,919,800 1,803,800 116,000 

 

② 寒川取水地点    （単位：m3/日） 
 

給水対象事業者名 １日最大給水量 

神 奈 川 県 199,500 

横 浜 市 242,300 

横 須 賀 市 32,700 

  
合   計 474,500 

 

（H15～R7年度） 

① 飯泉取水地点、社家取水地点及び沼本取水地点※ 

  ※令和６年１２月より取水開始                   （単位：m3/日） 
 

給水対象事業者名 
１日最大給水量 

H15. 4～18. 3 H18. 4～R8. 3 

神 奈 川 県 612,700 669,400 

横 浜 市 741,300 784,500 

川 崎 市 503,600 505,600 

横 須 賀 市 62,200 72,800 

   
合   計 1,919,800 2,032,300 

 

② 寒川取水地点                  （単位：m3/日） 
 

給水対象事業者名 
１日最大給水量 

H15. 4～23. 3 H23. 4～R8. 3 

神 奈 川 県 318,500 318,500 

横 浜 市 242,300 242,300 

横 須 賀 市 32,700 59,300 

   
合   計 593,500 620,100 
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（４） 給水料金単価内訳
(単位：円/ｍ

3
）

期　間

区　分

超 過 料 金
(1日最大給水
量を超える水
量分）

神奈川県　　　　　　17.3 神奈川県　　　　　　19.6

横浜市及び横須賀市　17.5 横浜市及び横須賀市　19.5

(注)　消費税等を除く。

直営事業は、飯泉取水地点及び社家取水地点からの取水による給水料金。

寒川事業は、寒川取水地点からの取水による給水料金。

28.4～

36.8

14

同左

17.3

23.4～28.3

12.5

H5.4～13.3 13.4～15.3 15.4～20.3 20.4～23.3

同左

22.3

40.5

同左

廃止 同左

寒

川

事

業

直

営

事

業

200 同左

－

42.5

使 用 料 金

－

10 10.8

基 本 料 金 67

使 用 料 金

基 本 料 金

同左

8.5

同左 51

－

同左

24.8 25

同左
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（５） 企業団給水料金収入内訳

（単位：千円）

年度

団体別

基 本 料 金 9,890,519 9,890,519 9,890,519 9,917,616 9,890,519 9,890,519

使 用 料 金 2,149,412 2,212,214 2,179,393 2,198,879 2,184,954 2,062,333

小　　　計 12,039,931 12,102,733 12,069,911 12,116,496 12,075,473 11,952,851

寒 川 基 本 料 金 2,212,285 2,212,285 2,212,285 2,218,346 2,212,285 2,212,285

寒 川 使 用 料 金 825,972 845,963 812,329 791,036 799,315 827,656

小　　　計 3,038,257 3,058,248 3,024,614 3,009,383 3,011,601 3,039,941

合　　　計 15,078,188 15,160,980 15,094,526 15,125,878 15,087,073 14,992,793

基 本 料 金 11,591,144 11,591,144 11,591,144 11,622,901 11,591,144 11,591,144

使 用 料 金 1,750,543 1,783,500 1,602,643 1,992,301 1,981,027 1,888,656

小　　　計 13,341,687 13,374,645 13,193,787 13,615,202 13,572,171 13,479,800

寒 川 基 本 料 金 1,683,004 1,683,004 1,683,004 1,687,615 1,683,004 1,683,004

寒 川 使 用 料 金 1,730,991 1,730,991 1,728,739 1,733,975 1,729,501 1,730,264

小　　　計 3,413,995 3,413,995 3,411,743 3,421,590 3,412,504 3,413,268

合　　　計 16,755,682 16,788,640 16,605,530 17,036,792 16,984,675 16,893,068

基 本 料 金 7,470,341 7,470,341 7,470,341 7,490,808 7,470,341 7,470,341

使 用 料 金 1,404,081 1,455,124 1,422,259 1,373,384 1,341,881 1,482,820

小　　　計 8,874,422 8,925,466 8,892,600 8,864,192 8,812,222 8,953,161

寒 川 基 本 料 金 0 0 0 0 0 0

寒 川 使 用 料 金 0 0 0 0 0 0

小　　　計 0 0 0 0 0 0

合　　　計 8,874,422 8,925,466 8,892,600 8,864,192 8,812,222 8,953,161

基 本 料 金 1,075,635 1,075,635 1,075,635 1,078,582 1,075,635 1,075,635

使 用 料 金 202,433 201,948 229,694 243,023 201,954 199,944

小　　　計 1,278,067 1,277,582 1,305,329 1,321,605 1,277,588 1,275,579

寒 川 基 本 料 金 411,895 411,895 411,895 413,023 411,895 411,895

寒 川 使 用 料 金 15,659 7,829 7,829 7,846 7,827 7,829

小　　　計 427,553 419,724 419,724 420,870 419,722 419,724

合　　　計 1,705,621 1,697,307 1,725,053 1,742,475 1,697,310 1,695,303

基 本 料 金 30,027,639 30,027,639 30,027,639 30,109,906 30,027,639 30,027,639

使 用 料 金 5,506,469 5,652,786 5,433,989 5,807,588 5,709,815 5,633,753

小　　　計 35,534,107 35,680,425 35,461,628 35,917,495 35,737,454 35,661,392

寒 川 基 本 料 金 4,307,184 4,307,184 4,307,184 4,318,984 4,307,184 4,307,184

寒 川 使 用 料 金 2,572,622 2,584,783 2,548,897 2,532,858 2,536,643 2,565,750

小　　　計 6,879,806 6,891,967 6,856,081 6,851,842 6,843,827 6,872,933

合　　　計 42,413,913 42,572,392 42,317,709 42,769,337 42,581,281 42,534,325

　（注）小計及び合計を含む各金額は、千円未満を四捨五入して表記。

神
奈
川
県

横
浜
市

川
崎
市

横
須
賀
市

合

計

R7(予算)R2 R3 R4 R6R5
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（６） 構成団体別企業団受水量内訳

構成団体

年 間 使 用 水 量 141,519,000 104,067,700 92,354,500 14,915,200 352,856,400

１日平均使用水量（A） 387,723 285,117 253,026 40,864 966,730

１日最大使用水量（B） 454,660 491,800 313,800 49,910 1,201,020

１ 日 最 大 給 水 量 （ C ） 669,400 784,500 505,600 72,800 2,032,300

比 率 （ B/C × 100 ） 67.9 62.7 62.1 68.6 59.1

年 間 使 用 水 量 37,677,600 80,593,900 0 365,000 118,636,500

１日平均使用水量（A） 103,226 220,805 0 1,000 325,032

１日最大使用水量（B） 203,000 242,300 0 1,000 405,800

１ 日 最 大 給 水 量 （ C ） 318,500 242,300 0 59,300 620,100

比 率 （ B/C × 100 ） 63.7 100.0 － 1.7 65.4

年 間 使 用 水 量 179,196,600 184,661,600 92,354,500 15,280,200 471,492,900

１日平均使用水量（A） 490,950 505,922 253,026 41,864 1,291,761

１日最大使用水量（B） 612,620 643,300 313,800 50,910 1,467,400

１ 日 最 大 給 水 量 （ C ） 987,900 1,026,800 505,600 132,100 2,652,400

比 率 （ B/C × 100 ） 62.0 62.7 62.1 38.5 55.3

年 間 使 用 水 量 142,784,380 129,370,200 89,180,800 15,780,740 377,116,120

１日平均使用水量（A） 390,121 353,470 243,663 43,117 1,030,372

１日最大使用水量（B） 457,320 437,100 314,200 65,700 1,168,670

１ 日 最 大 給 水 量 （ C ） 669,400 784,500 505,600 72,800 2,032,300

比 率 （ B/C × 100 ） 68.3 55.7 62.1 90.2 57.5

年 間 使 用 水 量 36,690,000 80,838,000 0 365,800 117,893,800

１日平均使用水量（A） 100,246 220,869 0 999 322,114

１日最大使用水量（B） 187,800 242,300 0 1,000 427,900

１ 日 最 大 給 水 量 （ C ） 318,500 242,300 0 59,300 620,100

比 率 （ B/C × 100 ） 59.0 100.0 － 1.7 69.0

年 間 使 用 水 量 179,474,380 210,208,200 89,180,800 16,146,540 495,009,920

１日平均使用水量（A） 490,367 574,339 243,663 44,116 1,352,486

１日最大使用水量（B） 620,670 679,400 314,200 66,700 1,510,630

１ 日 最 大 給 水 量 （ C ） 987,900 1,026,800 505,600 132,100 2,652,400

比 率 （ B/C × 100 ） 62.8 66.2 62.1 50.5 57.0

年 間 使 用 水 量 141,880,130 128,638,100 87,135,100 13,113,880 370,767,210

１日平均使用水量（A） 388,713 352,433 238,726 35,928 1,015,801

１日最大使用水量（B） 451,940 543,900 287,200 53,070 1,212,930

１ 日 最 大 給 水 量 （ C ） 669,400 784,500 505,600 72,800 2,032,300

比 率 （ B/C × 100 ） 67.5 69.3 56.8 72.9 59.7

年 間 使 用 水 量 37,074,000 80,629,400 0 364,900 118,068,300

１日平均使用水量（A） 101,573 220,902 0 1,000 323,475

１日最大使用水量（B） 189,800 242,300 0 1,000 399,200

１ 日 最 大 給 水 量 （ C ） 318,500 242,300 0 59,300 620,100

比 率 （ B/C × 100 ） 59.6 100.0 － 1.7 64.4

年 間 使 用 水 量 178,954,130 209,267,500 87,135,100 13,478,780 488,835,510

１日平均使用水量（A） 490,285 573,336 238,726 36,928 1,339,275

１日最大使用水量（B） 585,280 736,000 287,200 54,070 1,542,620

１ 日 最 大 給 水 量 （ C ） 987,900 1,026,800 505,600 132,100 2,652,400

比 率 （ B/C × 100 ） 59.2 71.7 56.8 40.9 58.2

創設
社家

創設
社家

6 寒川

合計

合計

5 寒川

合計

計

寒川

神奈川県 横 浜 市 川 崎 市 横須賀市

創設
社家

　　区分年度　

（単位：m
3
、m

3
/日）

Ｒ
４
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構成団体

年 間 使 用 水 量 133,917,700 122,640,000 96,287,000 12,983,400 365,828,100

１日平均使用水量（A） 366,898 336,000 263,800 35,571 1,002,269

１日最大使用水量（B） 449,300 415,900 399,500 72,800 1,279,900

１日最大給水量（C） 669,400 784,500 505,600 72,800 2,032,300

比 率（B/C×100） 67.1 53.0 79.0 100.0 63.0

年 間 使 用 水 量 38,388,500 80,665,000 0 365,000 119,418,500

１日平均使用水量（A） 105,174 221,000 0 1,000 327,174

１日最大使用水量（B） 128,900 242,300 0 59,300 394,300

１日最大給水量（C） 318,500 242,300 0 59,300 620,100

比 率（B/C×100） 40.5 100.0 － 100.0 63.6

年 間 使 用 水 量 172,306,200 203,305,000 96,287,000 13,348,400 485,246,600

１日平均使用水量（A） 472,072 557,000 263,800 36,571 1,329,443

１日最大使用水量（B） 572,300 649,800 399,500 132,100 1,657,400

１日最大給水量（C） 987,900 1,026,800 505,600 132,100 2,652,400

比 率（B/C×100） 57.9 63.3 79.0 100.0 62.5

　（参考）　寒川事業について

　平成11年11月に、構成団体の長及び企業団企業長により締結された「宮ヶ瀬ダム開発水の
供給及び相模川水系建設事業・第２期事業に関する覚書」の中の、「宮ヶ瀬ダム開発水を…
…寒川取水施設等を暫定的に使用して供給するものとする。」（第１条）という条文に基づき行
われる事業で、企業団が構成団体の所有する寒川取水施設等を利用して、宮ヶ瀬ダム開発
水による用水供給を行うもの。

創設
社家

（注１）１日最大使用水量（令和７年度）は、企業団予算の調整値。

（注２）１日最大給水量は、１日を単位として企業団が各構成団体に供給できる水量の上限値。

計

７

予
算

（     

）

寒川

合計

神奈川県 横 浜 市 川 崎 市 横須賀市

　横浜市は、企業団に対し、小雀浄水場の１系施設を貸与し、浄水施設等の管理区分を分割
して実施してきたが、平成15年４月１日からは、水道法改正によって制度化された第三者委託
（水道の管理に関する技術上の業務の委託）として事業を行っている。

（単位：m
3
、m

3
/日）

年度　 　　区分

　平成13年度及び14年度　633,800m
3
/日（うち横浜市分260,600 m

3
/日）

　平成15年度から　　　　　　631,100m
3
/日（うち横浜市分260,600 m

3
/日）

　平成24年7月31日から 　 659,600m
3
/日（うち横浜市分260,600 m

3
/日）

　　　　４　実施方法

　企業団は、平成13年４月１日から、神奈川県、横浜市及び横須賀市が所有する寒川取水施
設等の一部を使用して、宮ヶ瀬ダム開発水の一部を浄水処理してそれぞれの団体に水道用
水を供給している。

　企業団の相模大ぜきからの取水により、宮ヶ瀬ダム開発水の全量の水道用水供給が可能と
なるまでの間。

　　　　１　概　要

　　　　２　期　間

　３　水利権許可水量（取水量ベース）

125


	P0-0　表紙【経営企画課】
	P0-1条例(抜すい)【総務課】
	P0-2　目次【経営企画課】
	はじめに
	第２章 横浜市の水道施設の紹介
	第３章 横浜水道の主要な事業
	第４章 水道財政の概要
	第５章 横浜市の水道料金
	第６章 災害に強い水道づくり
	第７章 安全で良質な水をお届けするために
	第８章 工業用水道事業について
	第９章 神奈川県内広域水道企業団について
	<参 考>

	P1 はじめに【経営企画課】
	P3横浜水道のあらまし【計画課】
	P4-5（1）水道事業の沿革【経営企画課】
	P6-7（2）横浜市の水道の仕組み【経営企画課】 (2)
	P8-9 (3) 横浜市水道事業概況【経営企画課】
	Sheet1

	P10-11（4）給水量需要の推移【経営企画課】エクセル版.
	Sheet1

	P12-13（5）(6)横浜市保有水源等　【計画課】
	P14（7）　年度別・月別給水量【浄水課水運用係】
	P15　横浜市の水道施設の紹介【施設整備課再整備推進係】
	P16-17（1）水道事業の変遷【計画課】
	P18-19（2）アイ ダム施設【計画課】
	P20（2）ウ 相模湖津久井湖丹沢湖宮ヶ瀬湖の貯水容量【計画課】
	P21（3）取水施設【計画課】
	P22（4）導水施設ア、イ、ウ【浄水課】
	P23-25（5）浄水施設【浄水課】
	P26（6）送・配水施設 ア【配水課】
	P28-29（6）送・配水施設 イ【浄水課】
	P30  エのみ　 送配水ポンプ【浄水課、経理課、給水維持課】
	P31（7）水道施設フローシート図【浄水課水運用係】
	R3作成 
	R４作成 
	R５作成  
	R６作成 
	R７作成 

	P32（8）道志水源林【浄水課】
	P33「道志水源林ボランティア事業」【広報課】
	P34 「水源エコプロジェクトＷ-eco・p（ウィコップ）」事業【広報課】
	P35横浜水道の主要な事業【計画課・配水課】
	P36-39（1）横浜水道長期ビジョン・中期経営計画の策定【経営企画課】
	P40（2）中期経営計画財政収支見通し・実績比較【経営企画課】
	（作業中0402）見通し（億円）(印刷)
	(転記用)補填財源 (R4~)
	（作業中R7.4.2）見通し（億円）(印刷)
	(転記用)補填財源
	（転記用）累積資金収支・企業債残高
	計算用
	事業概要用

	P41(3)基幹施設整備事業【計画課】
	P42（4）ア　配水管整備事業 【配水課】
	P43-44（4）イ・ウ 管網整備・老朽管対策　エ 漏水防止対策【配水課、給水維持課】
	P45（5）相模貯水池堆砂対策事業【浄水課】
	P47水道財政の概要【経理課】
	P48-49-1決算概要表【経理課】
	Sheet1

	P48-49-2決算概要表【経理課】
	Sheet１

	P50（2）損益計算書【経理課】
	Sheet1

	P51（3）貸借対照表【経理課】
	Sheet1

	P52キャッシュフロー計算書【経理課】
	令和７年度版

	P53 (5)人件費及び職員数等【人事課】
	Sheet1

	P54 (6)　財務分析比率【経理課】
	１ページまとめ

	P55財務分析グラフ作成用データ【経理課】
	グラフ
	データ

	P56-58 (7)　企業債【経理課】
	P59(8)国庫補助金等の収入額【計画課】
	Sheet1
	R4様式変更経緯

	P61-64　横浜市の水道料金（1）令和３年７月　ア）イ）【経営企画課】
	P65（2）水道利用加入金単価表【経営企画課】　
	Sheet1

	P66-67（3）用途別・年度別給水戸数、有収水量、料金収入【サービス推進課】
	一般用(Ｒ４以降)

	P68-69 (4)(5) 用途別・段階別給水戸数、有収水量、料金収入【サービス推進課】
	一般用(Ｒ４以降)

	P71-72　災害に強い水道づくり（1）応急給水計画【総務課】
	P73　図で見る震災時の応急給水体系【総務課】
	P74_地下タンク一覧【サービス推進課】
	Sheet1

	P75（3）災害用地下給水タンク・配水池・耐震給水栓【サービス推進課】 
	P76-77（4）緊急給水栓設置一覧表【給水維持課】
	P78（5）応急給水訓練【サービス推進課・給水維持課】
	P78（5）応急給水訓練【給水維持課】
	P79　災害時給水所PRの取組【サービス推進課】
	P80（6）(7)災害に備えた水道施設の整備　【サービス推進課、計画課】
	P81（8）老朽給水管改良促進事業【給水維持課】
	P82（9）災害時の修理材料確保の取組【給水維持課】
	P83-84 (10)(11)非常用発電設備の整備【総務、経理】
	P85（12）放射性物質の測定【水質課】 
	P86 7　安全で良質な水をお届けするために　【給水維持課、浄水課】
	P87-88（1）ア～ウ【完】【浄水課（事業管理係）】
	P89-90（1）エ～オ【浄水課】
	P91-92（2）水質基準の構成と水質項目【水質課】
	P93（3）ア　水源の水質検査地点【水質課】
	P94（3）イ　市内水質検査地点【水質課】
	P95　水源経年変化（5年分）【水質課】
	水源経年平均  (水道概要用5年間)
	Sheet1

	P96　原水経年変化（5年分）【水質課】
	原水経年平均 (水道概要用5年)
	Sheet1

	P97　浄水経年変化（5年分）【水質課】
	浄水経年平均 (水道概要用5年)
	Sheet1

	P98-99　水質概要【水質課】
	P100-101（4）ア貯水槽水道の管理水準の向上【給水維持課】
	P102-103　イ・ウ・エ受水槽容量による管理区分【給水維持課】
	P104（参考）水質等相談受付件数【給水維持課】
	P105（5）直結給水の促進【給水維持課】
	P106　環境にやさしい水道システムの構築を目指して【浄水課】
	P107-110　工業用水事業について【工業用水課】
	P111（３）財政状況【工業用水課】
	P112 損益計算書（工水） 
	P112損益計算書（工水）

	P113 貸借対照表（工水）
	P113貸借対照表（工水）

	P114-116　工業用水道料金改定関係【工業用水課】_ 
	P118　神奈川県内広域水道企業団について【企業団】
	P119-120　創設事業及び相模川水系建設事業の概要【企業団】
	P121（3）給水量内訳【企業団】
	P122（4）給水料金単価内訳【企業団】
	給水料金単価内訳

	P123（5）企業団給水料金収入内訳【企業団】
	●横浜事業概要【給水料金収入内訳】

	P124-125（6）構成団体別企業団受水量内訳【企業団】
	●横浜事業概要【構成団体別企業団受水量内訳】

	P126-128水道局組織一覧【総務課】
	P129-132　水道局組織・事務分掌概要【総務課、人事課】
	P133　「水道局お客さまサービスセンター」の概要【サービス推進課】
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



